


















ケアマネージャーに申し出てください。または、ケアマネージャーからアドバイスがあったりします。

介護認定を受けられていない方は市町村に申し出て要支援（１～２）・要介護（１～５）の認定を受けてください。

工事完了後、相談員が集金に訪問いたします。
支給・助成申請書に、ご本人およびケアマネージャーの捺印にうかがいます。

償還払いは申請時記入の口座にお支払いいただいた工事費の９割分振り込まれます。

市町村に介護保険を対象とする工事の可・否をうかがいします。

※加工・施工は当社施工部門で行います。

1.ご利用者のニーズやアセスメント内容を正確に指示できます。

2.工事日や時間の調整が正しく把握できます。

3.情報の一本化で見積や申請書類の時間短縮ができます。

4.現場の状況が正確に把握でき短時間で充実した内容の工事ができます。

② 相 談

① 介 護 認 定

住宅改修が必要であると判断されると、㈱ライフ・テクノサービスの相談員がご自宅に訪問いたします。
相談員はアドバイスをしたり、工事箇所の採寸をいたします。

③アセスメント

相談員が見積書をもって再度訪問いたします。工事の内容や金額を説明いたします。
本人またはご家族の承諾をいただき、工事日を決定いたします。

④見積書・承諾

⑥工事・加工・施工

⑦完了報告・支給・助成申請

⑧償還

⑤事前協議・許可

住宅改修のご案内


